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資料1【公開版】

設⼯認申請（第5回）に係る対応状況について



１．設⼯認申請の対応状況
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【設⼯認申請の対応状況】
2021年8⽉31⽇に新規制基準への適合に係る分割申請の最終の第5回の
設⼯認申請を実施。
2021年9⽉27⽇の審査会合において、今回の変更内容及び追加安全対
策等について説明。以降、審査会合での指摘等に係る事実確認に対応。
2022年1⽉18⽇に審査会合での指摘等を踏まえた補正書を提出。

【設⼯認申請の対応状況】
2021年8⽉31⽇に新規制基準への適合に係る分割申請の最終の第5回の
設⼯認申請を実施。
2021年9⽉27⽇の審査会合において、今回の変更内容及び追加安全対
策等について説明。以降、審査会合での指摘等に係る事実確認に対応。
2022年1⽉18⽇に審査会合での指摘等を踏まえた補正書を提出。



２．審査会合での指摘等に係る対応
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審査会合での指摘等に係る主な対応内容は以下のとおり。審査会合での指摘等に係る主な対応内容は以下のとおり。
項⽬ 主な対応内容

⻯巻防護 ・⻯巻影響評価について、先⾏する発電炉、他施設の記載を踏まえ、体系
⽴てた説明となるように再整理し説明。
・設計⾶来物導線と⻯巻防護板との関係図等の防護設計の妥当性を説
明するために必要な資料を追加し説明。

溢⽔防護 ・溢⽔遮断弁は、耐震1G等を考慮した設計とするが、事故対応時の作業
環境等の確保（溢⽔量の低減）を⽬的に設置するものであることから、溢
⽔評価においては、保守的に遮断弁の機能を考慮しない条件で評価を⾏う
ことを説明。

⽕災防護 ・遠隔消⽕設備の⼆酸化炭素消⽕系は誤操作防⽌のため、施錠管理し、
ハロン消⽕系の作動により⾃動解錠する設計とするが、ハロン消⽕系が正常
に作動しない場合でも、専⽤キーにより⼿動解錠することで、⼆酸化炭素系
による消⽕が実施できることを説明。

上記の他、不法侵⼊等防⽌、通信連絡設備、搬送設備等について対策内容を明確化。
• ⼈の不法な侵⼊等の防⽌に係る対策について、核物質防護規定に定めて管理することを明確化。
• 通信連絡設備の保有数、保管場所等の記載を追加するとともに、輻輳等による制限を受けることな

く、常時使⽤できることを明確化。
• 天井⾛⾏クレーンの耐震重要度分類変更（第3類から第1類に変更）による落下防⽌対策及び

保持機能の説明内容の明確化（モータブレーキ部の健全性等）。
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【審査会合（2021年9⽉27⽇）での⻯巻防護に係る指摘】
⻯巻影響評価に係る評価式及び計算に⽤いる値の妥当性を確認するために
必要な情報について、先⾏事例、他施設での説明状況を踏まえて整理し説
明すること。

【審査会合（2021年9⽉27⽇）での⻯巻防護に係る指摘】
⻯巻影響評価に係る評価式及び計算に⽤いる値の妥当性を確認するために
必要な情報について、先⾏事例、他施設での説明状況を踏まえて整理し説
明すること。

○指摘を踏まえた対応
① ⻯巻影響評価について、貫通評価に⽤いるBRL式、強度計算に⽤いる⾵⼒係数

等に係る適⽤性を⽰すとともに、先⾏する発電炉、他施設の記載を踏まえ、体系⽴
てた説明となるよう再整理し説明。

② 設計⾶来物導線と⻯巻防護板との関係図等の防護設計の妥当性を説明するため
に必要な資料を追加し説明。

全体⽅針の説明
a.先⾏する発電炉の⻯巻防護設計の基本⽅針を踏まえ、「事業変更許可申請書
の内容」、「第４回申請までの内容」を含めた⻯巻防護設計の全体像の説明
（⻯巻防護設計の基本⽅針、防護対象施設の選定、⾶来物の設定等）

今回の⻯巻防護設計の説明 b.今回の申請における⻯巻防護設計の概要説明
c.強度評価の⽅法（評価対象部位、組合せ荷重の設定等）の説明
d.強度評価結果の説明

補正書における反映事項

【対応① 全体⽅針の説明】
 先⾏する発電炉の⻯巻防護設計の基本⽅針を踏まえ、「事業変更許可申請書の内容」、「第4回申請までの

内容」を含めて防護設計の全体像に係る説明を再整理し説明するとともに、その内容を補正書に反映した。
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【対応② 防護設計の妥当性を⽰すために必要な資料の追加】
 設計⾶来物導線と⻯巻防護板との関係を⽰した図等の防護設計の妥当性を説明するために必要な
資料を追加し、⻯巻防護板が設計⾶来物導線を遮ることができる幅及び⾼さを確保していること等を
説明するとともに、その内容を補正書に反映した。

A

A

シャッタ

竜巻防護板鋼板

設計飛来物導線

A-A矢視

竜巻防護板鋼板
シャッタ

設計飛来物導線

№15

予備室

図１ 設計飛来物導線と竜巻防護板との関係を示した図（例）

補正書における反映事項
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【審査会合（2021年9⽉27⽇）での溢⽔防護に係る指摘】
溢⽔評価について、発電炉等の他施設の対応と同様の評価⼿法であること、
遮断弁の条件等についても適切に考慮されていることを今後説明すること。

【審査会合（2021年9⽉27⽇）での溢⽔防護に係る指摘】
溢⽔評価について、発電炉等の他施設の対応と同様の評価⼿法であること、
遮断弁の条件等についても適切に考慮されていることを今後説明すること。

○指摘を踏まえた対応
 溢⽔評価について、先⾏する発電炉、他施設と同様の評価⼿法であることを説明。
 遮断弁は耐震1G等を考慮した設計とするが、事故対応時の作業環境等の確保（溢
⽔量の低減）を⽬的に設置するものであることから、溢⽔評価においては、保守的に遮
断弁の機能を考慮せず、保有⽔量全てが溢⽔した条件で評価を⾏うことを説明するとと
もに、その内容を補正書に反映した。

 溢⽔評価において、遮断弁の機能を考慮せ
ず、溢⽔源の保有⽔量全ての溢⽔（右図
及び下表の①〜③）を考慮した条件で評
価を⾏うことを明確化した。
遮断弁の機能を考慮した評価については、
溢⽔防護設備である遮断弁の設計の詳細
に関する事項として溢⽔防護の説明書の別
添にて⽰すこととした。

系統

①補機室
(補助建屋含

む)
(m3)

②遮断弁以降
の保有水量

(m3)

③補給水
供給量
(m3)

各系統全体の
溢水量（①～③）

(m3)

合計 233 215 16 464

（補機室，補助建屋）

補給水

冷凍機

ボイラ等

負荷機器等

膨張タンク

ポンプ

補給弁

遮断弁 遮断弁

（補機室以外の室）

ＡＡ

恒温水，低温水，熱水

①

②

③

【遮断弁と溢⽔評価の関係の明確化】 補正書における反映事項
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【審査会合（2021年9⽉27⽇）での⽕災防護に係る指摘】
「ハロン消⽕剤より先に⼆酸化炭素消⽕剤を噴射することがない設計とする。」
としているが、ハロン消⽕剤が放出されない場合、⼆酸化炭素の操作箱の解
錠がされない場合があるのではないか。その時に不都合は⽣じないか。詳細を
今後説明すること。

【審査会合（2021年9⽉27⽇）での⽕災防護に係る指摘】
「ハロン消⽕剤より先に⼆酸化炭素消⽕剤を噴射することがない設計とする。」
としているが、ハロン消⽕剤が放出されない場合、⼆酸化炭素の操作箱の解
錠がされない場合があるのではないか。その時に不都合は⽣じないか。詳細を
今後説明すること。

○指摘を踏まえた対応
ハロン消⽕系が正常に作動しない場合でも、⼆酸化炭素消⽕系の操作箱を専⽤キー
により⼿動解錠することで、⼆酸化炭素消⽕系による消⽕が実施できることを説明するとと
もに、その内容を補正書に反映した。

ハロン
消⽕実施

当直⻑管理
の専⽤キー

CO2操作箱
収納ボックス
解錠

CO2
消⽕実施

正常
作動か

ハロンボンベ出⼝
圧⼒スイッチ作動
（⾃動解錠）

ハロンボンベ出⼝
圧⼒スイッチ不作動

（⼿動解錠）

（施錠管理）【概要図】

Yes

No

【⼆酸化炭素消⽕系の操作に係る設計内容の説明】
 ⼆酸化炭素消⽕系の操作箱は、誤操作防⽌のため操作箱の収納ボックスを施錠管理する。
 解錠はハロン消⽕系が作動し、ハロンボンベの出⼝配管に設置する圧⼒スイッチの作動により⾃
動解錠されるものとし、ハロン消⽕系の不作動等により解錠されない場合は、当直⻑が管理する
専⽤キーにて⼿動解錠する。

補正書における反映事項
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【審査会合（2021年9⽉27⽇）での申請対象設備の網羅性に係る指摘】
今回が分割申請の最終申請であることを踏まえ、申請書内で必要な安全機
能を有する設備が網羅されていることを説明すること。

【審査会合（2021年9⽉27⽇）での申請対象設備の網羅性に係る指摘】
今回が分割申請の最終申請であることを踏まえ、申請書内で必要な安全機
能を有する設備が網羅されていることを説明すること。

○指摘を踏まえた対応
安全機能を有する設備について、全社の共通⽅針（設計図書への⾊塗り等）に基づ
き漏れなく抽出されていることを説明するとともに、技術基準規則要求への該当有無、既
認可からの変更有無等について、各機器単位で整理し、新規要求や既認可の観点から
も安全機能を有する設備の網羅性が確保されていることを明確化し説明した。
【技術基準規則等の要求事項の該当の整理（第11条⽕災防護の例）】

機器名称

既認可 今回申請
技術基準への適合に関する変更有無の考え方
【既認可】欄
〇：適合性確認を実施するもの
－：条文要求を受けないもの
【今回申請】欄
〇：適合性確認を実施するもの（要求事項，設計内容に変更
があり，変更内容に応じた説明を実施するもの）
△：適合性について既認可から変更がないもの（要求事項，
設計内容に変更がないため，今回の申請で変更は行わない
もの）
－：条文要求を受けないもの
《〇》：事業許可基準規則の要求事項に対する適合性確認を
実施するもの

火災等による損傷の防止 火災等による損傷の防止

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

第
十
一
条
第
１
項

第
十
一
条
第
２
項

第
十
一
条
第
３
項

第
十
一
条
第
４
項

第
十
一
条
第
５
項

第
十
一
条
第
６
項

第
十
一
条
第
７
項

回収側槽類圧力異常上昇によるガ
ス移送停止のインターロック（2号一
般パージ系コールドトラップ）

－ － －－ － － － － － 〇 － － － －
UF6の閉じ込めに係るインターロックであり，安全機能（閉じ込
め）喪失時の影響の程度により対象とする。
新設するため適合説明の対象とする。

2号均質槽 － － 〇－ － － － － － △ － － － －
UF6を内包する機器であり，安全機能（閉じ込め）喪失時の影
響の程度により対象とする。
主要材料に変更がないことから変更に関する説明は不要。

2号製品シリンダ槽（加熱器なし） － － 〇－ － － － － － △ － － － － 同上

火災区域構造物（ウラン濃縮建屋） － 《○》※
※事業変更許可申請書に基づく内部火災影響評価の設計要
件として対象とする。建物としての技術基準適合性（第十一条
第3項等）については第3回申請にて申請し認可済みである。

〜〜

既認可の観点から漏れがないことを確認

新規の要求の観点から漏れがないことを確認 〜〜


